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六

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
六
十
五
号

　

平
成
三
年
宮
城
県
告
示
第
千
二
百
三
十
四
号
（
銃
猟
禁
止
区
域
の
設
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
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し
、
平
成
二

十
六
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一
月
一
日
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施
行
す
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。

　
　

平
成
二
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六
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十
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三
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一
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宮
城
県
知
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村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

第
一
号
中
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

２　

区
域

　
　

 　

名
取
市
愛
島
地
内
標
高
百
八
十
三
メ
ー
ト
ル
の
山
頂
か
ら
西
滝
沢
に
至
る
歩
道
と
市
道
箕
輪
二
ツ
森
線
の
交
点

を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
市
道
箕
輪
二
ツ
森
線
を
南
西
進
し
、
同
市
道
の
終
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
高
舘
川
上
に

至
る
山
道
を
西
及
び
北
に
進
み
、
高
舘
川
上
と
愛
島
笠
島
の
大
字
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界

線
を
北
西
進
し
、
標
高
百
九
十
五
メ
ー
ト
ル
の
山
に
至
る
山
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
山
道
を
北
進
し
、

樽
水
か
ら
滝
沢
に
至
る
歩
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
歩
道
を
北
東
進
し
、
標
高
百
八
十
三
メ
ー
ト
ル
の

山
頂
に
至
り
、
同
所
か
ら
愛
島
塩
手
字
西
滝
沢
に
至
る
歩
道
を
南
東
及
び
北
東
、
南
に
進
み
、
市
道
塩
手
滝
沢
線

と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西
及
び
南
東
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

　

第
二
号
中
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

２　

区
域

　
　

 　

名
取
市
愛
島
笠
島
地
内
市
道
笠
島
中
道
線
と
市
道
上
平
宮
脇
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
市
道
上
平

宮
脇
線
を
南
進
し
、
県
道
仙
台
岩
沼
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南
進
し
、
名
取
市
と
岩
沼
市
と

の
境
界
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
北
西
進
し
、
名
取
市
愛
島
北
目
と
愛
島
台
と
の
大
字
境
界
線
に
至
り
、

同
所
か
ら
同
境
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進
し
、
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笠
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台
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境
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平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
四
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
十
年
間
）

　

第
二
号
中
２
及
び
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

２　

区
域

　
　

 　

栗
原
市
築
館
薬
師
二
丁
目
地
内
市
道
平
和
通
線
と
市
道
薬
師
通
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
市
道
薬
師
通
線
を

南
進
し
、
市
道
沢
入
留
場
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
進
し
、
市
道
打
越
金
華
山
線
と
の
交
点

に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
東
進
し
、
国
道
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
北
進
し
、
市
道

打
越
金
華
山
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
東
進
し
、
県
道
河
南
築
館
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県

道
を
南
進
し
、
荒
川
左
岸
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
川
を
南
西
進
し
、
国
道
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
所
か
ら
同
国
道
を
南
進
し
、
市
道
新
八
ツ
沢
神
田
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
西
進
し
、
市

道
照
越
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西
進
し
、
農
道
高
森
上
ノ
沢
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か

ら
同
農
道
を
北
進
し
、
市
道
築
館
南
沢
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
東
進
し
、
市
道
平
和
通
線

と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
東
進
し
、
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

　

３　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
四
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
十
年
間
）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
六
十
七
号

　

平
成
六
年
宮
城
県
告
示
第
千
百
二
十
四
号
（
銃
猟
禁
止
区
域
の
設
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十

六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

第
一
号
中
１
及
び
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

１　

名
称

　
　
　

名
取
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）

　

３　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
四
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
十
年
間
）

　

第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
　

１　

名
称

　
　
　

仙
台
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）

　

２　

区
域

　
　

 　

仙
台
市
宮
城
野
区
福
田
町
地
内
国
道
四
十
五
号
線
福
田
橋
と
県
道
仙
台
亘
理
自
転
車
道
線
と
の
交
点
を
起
点
と

し
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南
東
進
し
、
市
道
高
砂
小
田
切
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
西
進
し
、

鍛
冶
谷
地
連
絡
水
路
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
水
路
を
南
西
進
し
、
高
砂
南
部
排
水
機
場
排
水
路
と
の
交

点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
排
水
路
を
南
東
進
し
、
高
砂
南
部
排
水
機
場
に
至
り
、
同
排
水
機
場
に
接
す
る
県
道
仙

台
亘
理
自
転
車
道
線
を
南
西
進
し
、
市
道
高
砂
堀
切
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
西
進
し
、
県

道
塩
釜
亘
理
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南
西
進
し
、
名
取
川
左
岸
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か

ら
同
川
左
岸
及
び
広
瀬
川
左
岸
を
北
西
進
し
、
国
道
四
号
バ
イ
パ
ス
千
代
大
橋
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同

国
道
を
北
東
及
び
北
に
進
み
、
国
道
四
十
五
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
東
進
し
、
起
点
に
至
る

線
で
囲
ま
れ
た
区
域

　

３　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
四
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
十
年
間
）

　

第
四
号
中
１
及
び
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

１　

名
称

　
　
　

西
向
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）

　

３　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
四
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
十
年
間
）

　

第
五
号
及
び
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五
　

１　

名
称

　
　
　

大
郷
大
谷
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）

　

２　

区
域

　
　

 　

大
郷
町
新
関
地
内
県
道
大
和
松
島
線
と
町
道
川
内
板
谷
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
南
西

進
し
、
県
有
林
第
二
十
九
林
班
と
第
三
十
林
班
と
の
境
界
線
に
あ
る
作
業
道
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
作
業
道
を
北

東
進
し
、
大
郷
牧
場
跡
地
と
民
有
地
の
境
界
線
（
木
柵
）
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
（
木
柵
）
を

北
進
し
、
農
道
東
成
田
三
倉
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
農
場
を
北
西
進
し
、
県
道
利
府
松
山
線
と
の
交

点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
北
及
び
北
東
に
進
み
、
県
道
大
和
松
島
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県

道
を
南
東
進
し
、
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

　

３　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
四
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
十
年
間
）

六
　

１　

名
称

　
　
　

高
崎
山
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）

　

２　

区
域
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牡
鹿
郡
女
川
町
高
白
浜
地
内
県
道
女
川
牡
鹿
線
と
町
道
高
白
有
料
道
路
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら

同
町
道
を
南
西
及
び
北
西
に
進
み
、
県
道
牡
鹿
半
島
公
園
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
北
西
進
し

民
有
林
三
十
三
林
班
と
二
十
三
林
班
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
北
西
進
し
二
十
三
林
班
と
三
十

二
林
班
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
北
西
進
し
二
十
八
林
班
と
三
十
二
林
班
の
境
界
線

と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
西
進
し
二
十
八
林
班
と
三
十
一
林
班
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
所
か
ら
同
境
界
線
を
西
及
び
北
に
進
み
二
十
八
林
班
と
二
十
九
林
班
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら

同
境
界
線
を
北
西
及
び
北
に
進
み
二
十
九
林
班
い
小
班
群
と
に
小
班
群
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら

同
境
界
線
を
西
進
し
二
十
九
林
班
ろ
小
班
群
と
に
小
班
群
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を

北
西
進
し
二
十
九
林
班
ろ
小
班
群
と
は
小
班
群
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
南
西
進
し

二
十
九
林
班
と
三
十
林
班
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
北
西
進
し
町
道
蓬
田
針
浜
線
と

の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
北
西
進
し
町
道
浦
宿
猪
落
線
に
通
じ
る
私
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か

ら
同
私
道
を
西
進
し
町
道
浦
宿
猪
落
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
北
西
進
し
国
道
三
百
九
十
八
号

と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
東
進
し
県
道
女
川
牡
鹿
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南

及
び
東
に
進
み
小
乗
浜
南
防
波
堤
に
通
じ
る
道
路
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
道
路
を
南
東
及
び
東
に
進
み

海
岸
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
海
岸
線
を
南
東
及
び
南
西
に
進
み
町
道
高
白
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か

ら
同
町
道
を
南
西
進
し
町
道
高
白
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
西
進
し
県
道
女
川
牡
鹿
線
と

の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南
進
し
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

　

３　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
四
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
十
年
間
）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
六
十
八
号

　

平
成
十
五
年
宮
城
県
告
示
第
千
十
六
号
（
指
定
猟
法
禁
止
区
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二

十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

牡
鹿
半
島
指
定
猟
法
禁
止
区
域
の
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三　

存
続
期
間

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
一
年
間
）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
六
十
九
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
営
土
地
改
良
事

業
円
田
２
期
地
区
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
九
条
の
二
第
四
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十

七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事
に
異
議
申
立
て

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
九
条
の
二

第
四
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
、
仙
台
地
方
裁
判
所
に
こ
の
決
定
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

換
地
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
五
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
十
二
月
三
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

蔵
王
町
役
場

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良

事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
行
っ
た
地
区
の
名
称

　
　

米
谷
地
区

二　

処
分
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
二
日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
一
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
四
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
よ
う
に
保
安
施
設
地
区
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
平
成
二
十
六
年
九
月
一
日
付
け
森
整
第
三
百
五
十

八
号
で
関
係
者
あ
て
通
知
し
た
と
こ
ろ
、
次
の
者
は
、
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に

よ
り
、
通
知
の
内
容
を
仙
台
市
役
所
に
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
施
設
地
区
の
所
在
場
所
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１ 　

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
二
号
か
ら
標
柱
五
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
二
号
と
標
柱
五
号
を

結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

　
　
　

仙
台
市
宮
城
野
区
岡
田
字
砂
原
一
の
五
三
か
ら
一
の
五
五
ま
で

　

２ 　

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
〇
号
か
ら
標
柱
一
三
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
〇
号
と
標
柱

一
三
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

　
　
　

仙
台
市
宮
城
野
区
岡
田
字
砂
原
一
の
四
四
、
一
の
四
七

　

３ 　

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
四
号
か
ら
標
柱
一
七
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
四
号
と
標
柱

一
七
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

　
　
　

仙
台
市
宮
城
野
区
岡
田
字
砂
原
一
の
三
四
、
一
の
三
七
、
一
の
三
八
、
一
の
四
〇

　

４ 　

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
二
三
号
か
ら
標
柱
二
六
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
二
三
号
と
標
柱

二
六
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

　
　
　

仙
台
市
宮
城
野
区
岡
田
字
砂
原
一
の
二
五

　

５ 　

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
二
七
号
か
ら
標
柱
三
〇
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
二
七
号
と
標
柱

三
〇
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

　
　
　

仙
台
市
宮
城
野
区
岡
田
字
砂
原
一
の
一
八

　

６ 　

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
三
二
号
か
ら
標
柱
三
七
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
三
二
号
と
標
柱

三
七
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

　
　
　

仙
台
市
宮
城
野
区
岡
田
字
砂
原
一
の
二
〇

　

７ 　

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
四
四
号
か
ら
標
柱
四
七
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
四
四
号
と
標
柱

四
七
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

　
　
　

仙
台
市
宮
城
野
区
岡
田
字
砂
原
一
の
五
六
、
一
の
八
五

　

８ 　

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
四
八
号
か
ら
標
柱
五
一
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
四
八
号
と
標
柱

五
一
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

　
　
　

仙
台
市
宮
城
野
区
岡
田
字
砂
原
一
の
五
七

　

９ 　

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
五
四
号
か
ら
標
柱
五
七
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
五
四
号
と
標
柱

五
七
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

　
　
　

仙
台
市
宮
城
野
区
岡
田
字
砂
原
一
の
八
六

二　

所
在
が
不
分
明
で
あ
る
者
の
住
所
氏
名

　
　
　

仙
台
市
東
三
番
丁
一
五
八
番
地　
　
　
　
　
　
　

中
村　

善
一
郎

　
　
　

仙
台
市
東
三
番
丁
一
五
八
番
地　
　
　
　
　
　
　

中
村　

玲
子

　
　
　

仙
台
市
東
三
番
丁
一
五
八
番
地　
　
　
　
　
　
　

中
村　

廣
一

　
　
　

仙
台
市
東
三
番
丁
一
五
八
番
地　
　
　
　
　
　
　

中
村　

陽
子

　
　
　

仙
台
市
名
掛
丁
二
四
番
地
の
一　
　
　
　
　
　
　

南　
　

進

　
　
　

東
京
都
品
川
区
東
大
井
一
丁
目
二
番
二
〇
号　
　

嶋
崎　

忠
彦

　
　
　

茨
城
県
水
戸
市
笠
原
町
一
三
六
一
番
地
の
三　
　

黒
田　

哲
弥

　
　
　

茨
城
県
水
戸
市
末
広
町
三
丁
目
七
番
六
号　
　
　

黒
田　

み
よ
子

　
　
　

茨
城
県
水
戸
市
笠
原
町
一
三
六
一
番
地
の
三　
　

黒
田　

征
彌

　
　
　

仙
台
市
茂
庭
字
折
立
北
一
〇
番
地
の
四　
　
　
　

佐
藤　

さ
だ

　
　
　

仙
台
市
茂
市
ケ
坂
一
一
番
地　
　
　
　
　
　
　
　

須
知　

ヨ
シ
子

　
　
　

仙
台
市
北
一
番
丁
三
二
番
地
の
四
二　
　
　
　
　

都
築　

京
子

　
　
　

栗
原
郡
築
館
町
字
南
小
山
八
番
地　
　
　
　
　
　

只
野　

文
男

　
　
　

栗
原
郡
築
館
町
字
町
屋
敷
一
五
八
番
地
の
八　
　

鈴
木　

米
枝

　
　
　

牡
鹿
郡
牡
鹿
町
字
鮎
川
大
町
二
番
地　
　
　
　
　

武
田　

と
も
子

　
　
　

仙
台
市
荒
巻
神
明
町
一
七
番
一
八
号　
　
　
　
　

三
浦　

と
く
子

　
　
　

石
巻
市
新
栄
一
丁
目
一
一
番
地
四　
　
　
　
　
　

武
田　

千
春

　
　
　

仙
台
市
宮
城
野
一
丁
目
六
一
一
号　
　
　
　
　
　

加
藤　

明
次

三　

通
知
の
内
容

　

 　

一
の
森
林
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
九
日
宮
城
県
告
示
第
七
百
三
十
四
号
で
告
示
し
た
と
お
り
保
安

施
設
地
区
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

決
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気

仙
沼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

清
水
浜
志
津
川
港
線

三　

道
路
の
区
域　

区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）
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本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
本
浜
町
一
二
七
番
地
先
か
ら

同
郡
同
町
志
津
川
字
十
日
町
七
〇
番
地
先
ま
で

一
六
・
〇
〜

 

二
三
・
二

 

二
六
七
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東

部
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

三
九
八
号

三　

道
路
の
区
域　変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

石
巻
市
北
上
町
十
三
浜
字
浪
田
六
二
番
二
地
先
か

ら石
巻
市
北
上
町
十
三
浜
字
浪
田
六
一
番
二
地
先
ま

で

前

五
二
・
〇
〜

 

八
六
・
〇

 

三
六
・
七

後

五
二
・
〇
〜
 
八
五
・
五

 

三
六
・
七

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
四
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
蔵
王
町
土
地
改
良
区

役
員
の
就
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

髙　
　

橋　
　

総
一
郎　
　
　

　

就
任
し
た
者　

就
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

平
成
二
十
六
年
十
月
十
五
日

樋　

口　

喜
久
雄

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
平
沢
字
宮
ケ
内
下
九

番
地
一

理　

事

公　
　
　

告

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十

九
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

病
院
及
び
診
療
所名　

　
　

称

所　
　
　
　

在　
　
　
　

地

変
更
前

大
崎
市
民
病
院

大
崎
市
古
川
千
手
寺
町
二－

三－

十

変
更
後

大
崎
市
古
川
穂
波
三
丁
目
八－

一

二　

薬
局

名　
　
　

称

所　
　
　
　

在　
　
　
　

地

変
更
前

仙
台
調
剤
薬
局　

大
崎
店

大
崎
市
古
川
西
館
三
丁
目
二
十
九

変
更
後

大
崎
市
古
川
西
館
三
丁
目
七－

六

変
更
前

ヨ
ネ
キ
薬
局
市
立
病
院
前
店

大
崎
市
古
川
千
手
寺
町
一－

七－

二
十
四

変
更
後

ヨ
ネ
キ
薬
局
穂
波
店

大
崎
市
古
川
穂
波
六
丁
目
一－

三－

二

変
更
前

佐
々
木
薬
局
市
民
病
院
前

大
崎
市
古
川
千
手
寺
町
一－

七－

二
十
五

変
更
後

大
崎
市
古
川
穂
波
二
丁
目
十
七－

三
十
七

三　

訪
問
看
護
事
業
者
等名　

　
　

称

所　
　
　
　

在　
　
　
　

地

変
更
前

あ
お
い
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

黒
川
郡
富
谷
町
東
向
陽
台
三－

二
十
八－

二

変
更
後

ョ
ン
富
谷

黒
川
郡
富
谷
町
富
谷
字
一
枚
沖
十

公
益
社
団
法
人　

宮
城
県
看
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変
更
前

護
協
会
角
田
・
柴
田
地
域
訪

問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

柴
田
郡
大
河
原
町
字
新
南
三
十
四－

五

変
更
後

公
益
社
団
法
人　

宮
城
県
看

護
協
会
柴
田
・
角
田
地
域
訪

問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
仙
塩
広
域
都
市
計
画

事
業
仙
台
港
背
後
地
土
地
区
画
整
理
事
業
に
つ
い
て
換
地
処
分
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
告

す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

 
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

液
体
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
／
タ
ン
デ
ム
四
重
極
／
イ
オ
ン
ト
ラ
ッ

プ
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ト
型
質
量
分
析
計　

一
式

二 　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

出
納
局
契
約
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目

八
番
一
号

三 　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
二
日

四 　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

株
式
会
社
シ
バ
タ
イ
ン
テ
ッ
ク　

宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
卸

町
二
丁
目
十
一
番
三
号

五 　

落
札
金
額　

三
千
五
百
六
十
四
万
円

六 　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七 　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
六
年
九
月
九
日

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
百
十
五
号

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

　
　
　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
宮
選
管
告
示
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
二
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
一
重
の
里
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

特
定
施
設
第
三
白
東
苑　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

市
太
白
区
袋
原
四
丁
目
三
五
番
三
五
号

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

正　
　
　

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
二
五
六
二
号
（
平
成
二
十
六
年
六
月
三
日
付
け
）
中

ペ
ー
ジ

三

段下

行
後
ろ
か

ら
一
三

　
　
　
　
　
　
　

正　
　
　
　
　
　
　

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
神
宮
寺
字
中
道
七

番
三
及
び
十
七
番
五
の
一
部
並
び
に
同

字
一
郷
百
五
十
七
番
二
の
一
部
（
第
一

工
区
）

　
　
　
　
　
　
　

誤　
　
　
　
　
　
　

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
神
宮
寺
字
中
道
七

番
一
、
七
番
三
及
び
十
七
番
五
並
び
に

同
字
一
郷
百
五
十
三
番
、
百
五
十
四
番

及
び
百
五
十
七
番
二
（
第
一
工
区
）
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